
国住指第 115号 

令和５年６月21日 

各建築士関係団体等の長 殿 

 

国土交通省住宅局建築指導課長 

     （ 公 印 省 略 ） 

 

構造サンプル調査事業の実施について 

 

建築行政の推進につきまして、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

例年、住宅市場整備推進等事業費補助金の交付の対象となる建築物の安全確保のための体

制の整備事業のうち、耐震化等の促進のための体制の整備事業において、国がサンプル抽出

する確認済証の交付を受けた建築物を対象とした構造再計算等による構造関連基準への適合

性の検証、これを踏まえた課題の整理及び普及を行う事業（以下「構造サンプル調査事業」

という。）を行っており、これまでは、国指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性

判定機関から物件をサンプル抽出してきました。しかし、より広い範囲からサンプル抽出を

行うため、令和５年度以降の構造サンプル調査事業においては、全国の全ての物件を対象と

してサンプル抽出することとします。 

つきましては、下記のとおり実施概要を周知するので、貴団体の会員及び関係者にも周知

いただくとともに、特定行政庁等から構造サンプル調査事業に係る対応を求められた場合に

はご対応のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

１．構造サンプル調査事業の目的 

確認済証の交付を受けた建築物に対する構造再計算等による構造関連基準への適合性の検

証並びに検証結果を踏まえた構造設計に係る留意事項の作成及び普及を行うことで、建築構

造に係る不正、違反等を抑止し、構造設計者の質の向上を図ることを目的とする。 

なお、本事業の実施に当たり、国及びその委託を受けた事業者は当然に守秘義務を負って

いる。また、留意事項の作成等に当たり、個人、建築物等の情報が特定されることのないよ

う編集等を行うこととする。 

 

２．抽出の流れ 

（１）特定行政庁は、国が指定する抽出方法によりサンプル調査する建築物を特定。 

（２）特定した建築物の建築確認を行った特定行政庁又は指定確認検査機関は、設計図書等

を国の委任を受けた事業者に送付。  



３．検証の方針 

国の委託を受けた事業者が送付された設計図書等を使用して検証（具体的には、構造再計

算による出力データの再現性の検証、図書間の整合性の検証、モデル化、耐力式、係数等の

妥当性の検証等）を実施。 

 

４．検証後の対応 

（１）サンプル抽出した建築物に係る検証結果を所管の特定行政庁に報告。 

（２）検証の結果、何らかの疑義があった案件について、当該特定行政庁にて、建築基準関

係規定への適合性を検証。 

（３）違反行為が認められる場合は、特定行政庁は「違反行為若しくはその疑義に関する情

報を把握した場合の初動対応と公表のあり方について（技術的助言）」（平成18年5月11

日付、国住指第541号）及び「確認検査に係る情報の共有について（技術的助言）」（平

成23年3月30日付、国住指第4905号）に基づいて関係機関に情報提供するとともに、違

反の是正指導等を実施。 

 

５．構造設計者の質の向上への取組 

本事業での検証結果を踏まえて構造設計に係る留意事項をとりまとめ、広く構造設計に携

わる設計者等に周知する予定です。 

 

以上 



（参考）









国住指第４９０５号

平成２３年３月３０日

各都道府県建築行政担当部局長 殿

国土交通省

住宅局建築指導課長

確認検査に係る情報の共有等について（技術的助言）

建築行政の推進については日頃よりご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、指定確認検査機関等の業務に関する違反行為等に関する情報の取り扱いについて

は、平成１９年１１月８日付け国住指第１９４１－２号によりお願いしているところですが、

今般、その内容の一部を下記のとおり改めますので、貴職におかれましても趣旨の重要性

についてご理解頂き、特段のご協力を賜りますようお願いするとともに、貴管内特定行政

庁に対しても、この旨を周知願います。

なお、各地方整備局等に対しても、この旨通知していることを申し添えます。

記

１．指定確認検査機関等に関する情報の共有のための通知

(1) 建築基準法第６条の２第１１項の規定による通知をした場合

特定行政庁は以下に定める担当部局に、当該通知を行った旨及びその原因となった事

由を、当該確認申請に関する書類（建築基準法施行規則別記第２号様式第４面及び第５

面、同第３号様式、同第１６号様式、同第１８号様式）の写しを添えて通知する。

・当該指定確認検査機関を指定した国土交通大臣、地方整備局長又は都道府県知事の区

分に応じた担当部局

・建築基準適合判定資格者の登録等を担当する地方整備局等（建築基準適合判定資格者

の居住地又は勤務地を管轄する地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局をいう。

以下同じ。）の担当部局

(2) 特定行政庁、都道府県、国土交通本省又は地方整備局等が、通報等により、建築基準

適合判定資格者又は指定確認検査機関が、その職務又は業務に関し不適当な行為があっ

たか又はそのおそれがあるという情報を得た場合は、次の①及び②に掲げる場合に応じ、

それぞれ当該①及び②に定める担当部局に通報等の内容を通知する。

①当該情報が個々の建築物等（工事中の建築物等及び建築計画を含む。以下同じ。）の

建築基準関係規定違反に関するものである場合

（参考）



・通報等の対象となった建築基準適合判定資格者を確認検査員として選任した指定確

認検査機関又は通報等の対象となった指定確認検査機関を指定した国土交通大臣、地

方整備局長又は都道府県知事の区分に応じた担当部局

・通報等の対象となった建築基準適合判定資格者の登録等を担当する地方整備局等の

担当部局

・当該建築物等の所在地を所轄する特定行政庁の担当部局

②当該情報が①以外のものである場合

・通報等の対象となった建築基準適合判定資格者を確認検査員として選任した指定確

認検査機関又は通報等の対象となった指定確認検査機関を指定した国土交通大臣、地

方整備局長又は都道府県知事の区分に応じた担当部局

・通報等の対象となった建築基準適合判定資格者の登録等を担当する地方整備局等の

担当部局

２．指定構造計算適合性判定機関等に関する情報の共有のための通知等

(1) 特定行政庁、都道府県、国土交通本省又は地方整備局等が、通報等により、構造計算

適合性判定員又は指定構造計算適合性判定機関の業務について不適当な行為があったか

又はそのおそれがあるという情報を得た場合は、次の①及び②に掲げる場合に応じ、そ

れぞれ当該①及び②に定める担当部局に通報等の内容を通知する。

①当該情報が個々の建築物等の建築基準関係規定違反に関するものである場合

・通報等の対象となった構造計算適合性判定員を選任した指定構造計算適合性判定機

関又は通報等の対象となった指定構造計算適合性判定機関を指定した都道府県知事の

担当部局

・当該建築物等の所在地を所轄する特定行政庁の担当部局

②当該情報が①以外のものである場合

・通報等の対象となった構造計算適合性判定員を選任した指定構造計算適合性判定機

関又は通報等の対象となった指定構造計算適合性判定機関を指定した都道府県知事の

担当部局

(2) 国土交通本省は、(1)①及び②による通知について、建築行政の適切な推進のため、

都道府県に対し情報提供の依頼を行う。


